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新 旧 対 照 表（千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部改正） 

改 正 前 改 正 後 

第１条～第１０条 （略） 

 

（認定又は許可の申請） 

第１１条 条例第８条第２項第２号に規定する規

則で定める認定又は許可の申請は、次に掲げ

る申請とする。 

（１）建築基準法           第４４

条第１項第３号、第５５条第２項、第５７条

第１項、第６８条の３第１項から第３項ま

で、第６８条の４、第６８条の５の５第１項

若しくは第２項、第６８条の５の６、第８６

条第１項若しくは第２項又は第８６条の２第

１項に規定する認定の申請 

（２）建築基準法           第４４

条第１項第２号若しくは第４号、第４８条第

１項から第７項まで若しくは第９項から第１

３項までの各項ただし書、第５１条ただし

書、第５２条第１０項若しくは第１４項、第

５３条第４項若しくは第５項第３号、第５５

条第３項第１号若しくは第２号、第５６条の

２第１項ただし書、第５９条第１項第３号若

しくは第４項、第５９条の２第１項、第６０

条の２第１項第３号、第６８条の３第４項、

第６８条の５の３第２項、第６８条の７第５

項、第８６条第３項若しくは第４項又は第８

６条の２第２項若しくは第３項に規定する許

可の申請 

 

（３）～（５）  （略） 

 

 

 

 

 

(報告書の受理) 

第12条 市長は、条例第8条第1項に規定する報告

書を受理したときは、その旨を当該報告書を提

出した建築主に通知するものとする。 

2 前項の通知は、近隣説明等報告書の副本の受

理通知欄に所要の記載をしたものにより行う

ものとする。 

 

第１３条～第２７条 （略） 

 

附則 （略） 

第１条～第１０条 （略） 

 

（認定又は許可の申請） 

第１１条 条例第８条第２項第２号に規定する規

則で定める認定又は許可の申請は、次に掲げ

る申請とする。 

（１）建築基準法第４３条第２項第１号、第４４

条第１項第３号、第５５条第２項、第５７条

第１項、第６８条の３第１項から第３項ま

で、第６８条の４、第６８条の５の５第１項

若しくは第２項、第６８条の５の６、第８６

条第１項若しくは第２項又は第８６条の２第

１項に規定する認定の申請 

（２）建築基準法第４３号第２項第２号、第４４

条第１項第２号若しくは第４号、第４８条第

１項から第７項まで若しくは第９項から第１

３項までの各項ただし書、第５１条ただし

書、第５２条第１０項若しくは第１４項、第

５３条第４項若しくは第６項第３号、第５５

条第３項第１号若しくは第２号、第５６条の

２第１項ただし書、第５９条第１項第３号若

しくは第４項、第５９条の２第１項、第６０

条の２第１項第３号、第６８条の３第４項、

第６８条の５の３第２項、第６８条の７第５

項、第８６条第３項若しくは第４項又は第８

６条の２第２項若しくは第３項に規定する許

可の申請 

 

（３）～（５） （略） 

 

（６）千葉市千葉駅東口周辺にぎわい商業業務地

区建築条例（令和４年千葉市条例第  号）第

４条第３項の規定による許可の申請 

 

(報告書の受理) 

第12条 市長は、条例第8条第1項に規定する報告

書を受理したときは、報告書受理通知書（様式

第３号の２）に報告書の副本を添えて当該報

告書を提出した建築主に通知するものとする。 

（削る） 

 

 

第１３条～第２７条 （略） 

 

附則 （略） 

 

 



 

 
 

２

新 旧 対 照 表（千葉市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部改正） 

改 正 前 改 正 後 

様式第１号～様式第２号 （略） 

様式第３号（正）（第１面） 

様式第３号（正）（第２面）（略） 

様式第３号（第３面） 

 

様式第１号～様式２号（略） 

様式第３号（第１面） 

 

様式第３号（第２面）（略） 

様式第３号（第３面） 

 
 



 

 
 

３

様式第３号（副） 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

４

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第４号～様式第１６号 （略） 

（削る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第３号の２（第１２条） 

 

様式第４号～様式第１６号 （略） 

 備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式により調製された用紙は、当分の間、必要な箇

所を修正して使用することができる。 


